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(57)【要約】
【課題】簡易な操作によってＸ線ＣＴ装置によって撮影
された画像を鮮明化させるとともに、特定の脳溝の位置
を精度良く抽出、特定することのできる脳溝位置特定方
法、画像処理装置及び医用画像診断装置を提供する。
【解決手段】被検体の頭部を撮影することにより取得さ
れたＣＴ画像を用いて３次元の脳ボリュームデータを作
成するステップと、脳ボリュームデータに基づいて被検
体の脳表部分のＸ線吸収量を表わすＸ線吸収量データを
作成するステップと、脳ボリュームデータに基づいて被
検体の脳表の位置表わす脳表位置データを作成するステ
ップと、Ｘ線吸収量データと脳表位置データとを用いて
脳溝の位置を探索するステップと、探索された脳溝の位
置を被検体の脳表上に位置づけて脳溝領域マップを作成
するステップとを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の頭部を撮影することにより取得されたＣＴ画像を用いて３次元の脳ボリューム
データを作成するステップと、
　前記脳ボリュームデータに基づいて前記被検体の脳表部分のＸ線吸収量を表わすＸ線吸
収量データを作成するステップと、
　前記脳ボリュームデータに基づいて前記被検体の脳表の位置表わす脳表位置データを作
成するステップと、
　前記Ｘ線吸収量データと前記脳表位置データとを用いて脳溝の位置を探索するステップ
と、
　前記探索された脳溝の位置を前記被検体の脳表上に位置づけて脳溝領域マップを作成す
るステップと、
　を備えることを特徴とする脳溝位置特定方法。
【請求項２】
　前記脳溝領域マップ作成ステップの後に、表示手段によって前記脳溝領域マップを前記
Ｘ線吸収量データ上に反映させて表示させるステップを備えることを特徴とする請求項１
に記載の脳溝位置特定方法。
【請求項３】
　前記表示ステップの後に、前記脳溝領域マップ作成手段によって作成された脳溝領域マ
ップと、別途撮影された前記被検体の脳の状態を示す画像とを重ね合わせるステップを備
えることを特徴とする請求項２に記載の脳溝位置特定方法。
【請求項４】
　前記脳ボリュームデータ作成ステップは、撮影された前記被検体の脳のＸ線ＣＴ画像を
鮮明化するステップと、前記Ｘ線ＣＴ画像から頭蓋骨を除去し脳実質のみのデータとする
マスクを作成するステップと、前記鮮明化されたＸ線ＣＴ画像と前記マスクの重なる領域
を抜き出すステップと、を備えることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに
記載の脳溝位置特定方法。
【請求項５】
　前記Ｘ線吸収量データ作成ステップは、
　前記脳ボリュームデータの脳表の位置を探索するステップと、
　探索された前記脳表位置に設けられた仮想の接線に直交する法線を算出するステップと
、
　前記法線上に位置する画素のＣＴ値を前記画素ごとに算出し平均することで、前記各法
線における平均画素値を算出するステップと、
　前記算出された平均画素値を基に対応する前記脳表位置における各画素の輝度値を定め
るステップと、
　前記定められた輝度値に基づいてＸ線吸収量データを作成するステップと、
　を備えることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の脳溝位置特定方
法。
【請求項６】
　前記脳表位置データを作成するステップは、
　前記脳ボリュームデータの脳表の位置を探索するステップと、
　基準位置から前記探索された脳表までの距離を把握するステップと、
　前記把握された距離に応じて脳表を表示する画素ごとの輝度値を規定するステップと、
　前記規定された輝度値に基づいて脳表位置データを作成するステップと、
　を備えることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の脳溝位置特定方
法。
【請求項７】
　前記脳溝位置探索ステップは、
　前記Ｘ線吸収量データを用いて探索対象となる脳溝の始点及び終点を設定するステップ
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と、
　前記設定された始点と終点を直線で結び仮の脳溝とするステップと、
　前記仮の脳溝上に複数の点を載置するステップと、
　前記脳表位置データを用いて前記載置された複数の点の位置を前記仮の脳溝付近におい
て前記脳表位置データにおいて前記基準位置から前記脳表までの距離が最も遠い位置に移
動させるステップと、
　前記始点、修正後の前記載置された複数の点及び前記終点を結んで前記探索対象となる
脳溝とするステップと、
　を備えることを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の脳溝位置特定方
法。
【請求項８】
　前記脳溝位置探索ステップは、
　前記脳表位置データに予め用意される標準脳を重ねて探索対象となる脳溝の始点及び終
点を設定するステップと、
　前記設定された始点と終点を直線で結び仮の脳溝とするステップと、
　前記仮の脳溝上に複数の点を載置するステップと、
　前記載置された複数の点の位置を前記仮の脳溝付近において前記脳表位置データにおい
て前記基準位置から前記脳表までの距離が最も遠い位置に移動させるステップと、
　前記始点、修正後の前記載置された複数の点及び前記終点を結んで前記探索対象となる
脳溝とするステップと、
　を備えることを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の脳溝位置特定方
法。
【請求項９】
　前記脳溝位置探索ステップは、
　前記Ｘ線吸収量データを用いて探索対象となる脳溝の始点及び終点を設定するステップ
と、
　前記設定された始点と終点を直線で結び仮の脳溝とするステップと、
　前記仮の脳溝上に複数の点を載置するステップと、
　前記載置された複数の点の位置を前記仮の脳溝付近において最も輝度値の低い位置に移
動させるステップと、
　前記始点、修正後の前記載置された複数の点及び前記終点を結んで前記探索対象となる
脳溝とするステップと、
　を備えることを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の脳溝位置特定方
法。
【請求項１０】
　被検体の脳を撮影することにより取得されたＣＴ画像を用いて３次元の脳ボリュームデ
ータを作成する手段と、
　前記脳ボリュームデータに基づいて前記被検体の脳表を２次元に表わすＸ線吸収量デー
タを作成するＸ線吸収量データ作成手段と、
　前記脳ボリュームデータに基づいて前記被検体の脳表を輝度の明暗をもって表わす脳表
位置データを作成する脳表位置データ作成手段と、
　前記Ｘ線吸収量データ作成手段によって作成されたＸ線吸収量データと前記脳表位置デ
ータ作成手段によって作成された脳表位置データとを用いて脳溝の位置を探索する脳溝探
索手段と、
　前記脳溝探索手段によって探索された脳溝の位置を前記被検体の脳表上に位置づける脳
溝領域マップ作成手段と、
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　前記画像処理装置は、前記脳溝領域マップ作成手段によって作成された脳溝領域マップ
と、別途撮影された前記被検体の脳の状態を示す画像とを重ね合わせることを可能とする
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請求項１０に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　Ｘ線管と、
　前記Ｘ線管から照射され被検体を通過したＸ線を受光するＸ線検出器と、
　前記Ｘ線検出器によって生成される電気信号から、前記被検体の画像を形成する画像生
成手段と、
　前記画像生成手段によって生成された被検体の脳に関するＣＴ画像を用いて３次元の脳
ボリュームデータを作成する手段と、前記脳ボリュームデータに基づいて前記被検体の脳
表を２次元に表わすＸ線吸収量データを作成するＸ線吸収量データ作成手段と、前記脳ボ
リュームデータに基づいて前記被検体の脳表を輝度の明暗をもって表わす脳表位置データ
を作成する脳表位置データ作成手段と、前記Ｘ線吸収量データ作成手段によって作成され
たＸ線吸収量データと前記脳表位置データ作成手段によって作成された脳表位置データと
を用いて脳溝の位置を探索する脳溝探索手段と、前記脳溝探索手段によって探索された脳
溝の位置を前記被検体の脳表上に位置づける脳溝領域マップ作成手段と、を有する画像処
理装置と、
　を備えることを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項１３】
　前記医用画像診断装置は、さらに前記脳溝領域マップ作成手段によって特定された脳溝
を前記Ｘ線吸収量データ上に反映させて表示させる表示手段を備えることを特徴とする請
求項１２に記載の医用画像診断装置。
【請求項１４】
　前記表示手段は、前記脳溝領域マップ作成手段によって作成された脳溝領域マップと、
別途撮影された前記被検体の脳の状態を示す画像とを重ね合わせることを可能とする請求
項１３に記載の医用画像診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線ＣＴ装置で撮影された被検体の脳に関する画像を用いて、その脳の脳溝
の位置を特定する脳溝位置特定方法、この脳溝位置特定方法を実施することのできる画像
処理装置及びこの画像処理装置を搭載する医用画像診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被検体内部の情報を収集し、この収集された情報に基づいて被検体内部を画像化
して医用画像を生成する医用画像診断装置が用いられるようになっている。この医用画像
診断装置としては、例えば、Ｘ線ＣＴ装置（computed tomography：コンピュータ断層撮
影装置）、や磁気共鳴診断装置（ＭＲＩ：magnetic resonance imaging）等が該当する。
生成された医用画像はこれらの医用画像診断装置上に表示される。
【０００３】
　これらの医用画像診断装置の使用の可否については様々な条件があるものの、例えば、
被検体の頭部（脳）を画像として提示することが可能であることから、診断や読影者によ
るレポートの作成を行う場合に大きな威力を発揮する。さらには例えば、脳神経科、脳外
科、脳科学といった分野における被検体の脳野と病状に関する研究が行われる際にも有用
である。特に診断等を行う際や脳野の区別を行うために、脳溝の位置を手がかりとするこ
とが多い。
【０００４】
　脳の内部を画像化して表示させるためには、脳の形状を鮮明に表わすことのできるＭＲ
Ｉが使用されることも多い。一方で、Ｘ線ＣＴ装置では、脳の形状を表わすことはできる
ものの被検体への被爆等の弊害をなるべく低く押さえて撮影するため、画像の鮮明さに欠
ける部分があった。
【０００５】
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　Ｘ線ＣＴ装置を使用して撮影された画像の濃淡の不鮮明さを解消する１つの方法として
、以下に示す特許文献１には次のような発明が開示されている。
【０００６】
　特許文献１記載の発明では、コヒーレントフィルタを用いて空間及び時間分解能の低下
を抑えながら、ノイズを効果的に抑制することによって脳組織の毛細血管の血流動態を定
量的に表わすＣＢＰ等のインデックスを高精度に計算している。これによって、ＣＰＢス
タディの解析精度が向上するとされる。
【特許文献１】特開２００８－１００１２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ＭＲＩは、例えばペースメーカーを埋め込んでいる被検体や金属等を身
につけた被検体については検査できず、計測にも時間がかかるという弊害がある。
【０００８】
　また、上記特許文献１において開示されている発明では、上述したＣＢＰスタディと呼
ばれる脳組織の毛細血管の血流動態を定量的に表わす方法には有用であるが、脳溝を鮮明
に表示させる方法としては適切ではない。
【０００９】
　Ｘ線ＣＴ装置によって撮影された画像であっても特許文献１記載の発明とは別の方法に
よって鮮明化させることは可能であるが、例えば、鮮明化させるための条件の設定等は装
置を扱う技師等の技能に依る部分が大きく、操作者によって表示される画像の鮮明度にば
らつきが生ずる原因ともなっていた。
【００１０】
　また、Ｘ線ＣＴ装置によって撮影された画像が不鮮明であるが故に、脳溝を表示させる
に当たって脳溝と表示される被検体の脳のうち頭蓋骨を除く実質的な脳の部分（以下、こ
の部分を「脳実質」と表わす）との境界を定めることが難しい、画像全体から特定の脳溝
のみを抽出することが難しい、といった指摘もされている。
【００１１】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、簡易な操作
によってＸ線ＣＴ装置によって撮影された画像を鮮明化させるとともに、特定の脳溝の位
置を精度良く抽出、特定することのできる脳溝位置特定方法、画像処理装置及び医用画像
診断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１に記載の発明の特徴は、脳溝位置特定方法において、被検体の頭部を撮影する
ことにより取得されたＣＴ画像を用いて３次元の脳ボリュームデータを作成するステップ
と、脳ボリュームデータに基づいて被検体の脳表部分のＸ線吸収量を表わすＸ線吸収量デ
ータを作成するステップと、脳ボリュームデータに基づいて被検体の脳表の位置表わす脳
表位置データを作成するステップと、Ｘ線吸収量データと脳表位置データとを用いて脳溝
の位置を探索するステップと、探索された脳溝の位置を被検体の脳表上に位置づけて脳溝
領域マップを作成するステップとを備える。
【００１３】
　請求項１０に記載の発明の特徴は、画像処理装置において、被検体の脳を撮影すること
により取得されたＣＴ画像を用いて３次元の脳ボリュームデータを作成する手段と、脳ボ
リュームデータに基づいて被検体の脳表を２次元に表わすＸ線吸収量データを作成するＸ
線吸収量データ作成手段と、脳ボリュームデータに基づいて被検体の脳表を輝度の明暗を
もって表わす脳表位置データを作成する脳表位置データ作成手段と、Ｘ線吸収量データ作
成手段によって作成されたＸ線吸収量データと脳表位置データ作成手段によって作成され
た脳表位置データとを用いて脳溝の位置を探索する脳溝探索手段と、脳溝探索手段によっ
て探索された脳溝の位置を被検体の脳表上に位置づける脳溝領域マップ作成手段とを備え
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る。
【００１４】
　請求項１２に記載の発明の特徴は、医用画像診断装置において、Ｘ線管と、Ｘ線管から
照射され被検体を通過したＸ線を受光するＸ線検出器と、Ｘ線検出器によって生成される
電気信号から、被検体の画像を形成する画像生成手段と、画像生成手段によって生成され
た被検体の脳に関するＣＴ画像を用いて３次元の脳ボリュームデータを作成する手段と、
脳ボリュームデータに基づいて被検体の脳表を２次元に表わすＸ線吸収量データを作成す
るＸ線吸収量データ作成手段と、脳ボリュームデータに基づいて被検体の脳表を輝度の明
暗をもって表わす脳表位置データを作成する脳表位置データ作成手段と、Ｘ線吸収量デー
タ作成手段によって作成されたＸ線吸収量データと脳表位置データ作成手段によって作成
された脳表位置データとを用いて脳溝の位置を探索する脳溝探索手段と、を有する画像処
理装置と、脳溝探索手段によって探索された脳溝の位置を被検体の脳表上に位置づける脳
溝領域マップ作成手段とを備える。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、簡易な操作によってＸ線ＣＴ装置によって撮影された画像を鮮明化さ
せるとともに、特定の脳溝の位置を精度良く抽出、特定することのできる脳溝位置特定方
法、画像処理装置及び医用画像診断装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
［医用画像診断装置の内部構成］
　図１は、本発明の実施の形態における医用画像診断装置１の内部構成を示すブロック図
である。医用画像診断装置としては、上述したＭＲＩのように様々な装置があるが、本発
明の実施の形態においては、医用画像診断装置１としてＸ線ＣＴ装置を例に挙げて以下説
明を行う。
【００１８】
　医用画像診断装置１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１ａと、ＲＯＭ(Read Onl
y Memory)１ｂと、ＲＡＭ（Random Access Memory）１ｃ及び入出力インターフェイス１
ｄがバス１ｅを介して接続されている。入出力インターフェイス１ｄには、入力手段１ｆ
と、表示手段１ｇと、通信制御手段１ｈと、記憶手段１ｉと、リムーバブルディスク１ｊ
と、駆動部制御手段１ｋとが接続されている。この駆動部制御手段１ｋには、例えば、Ｘ
線ＣＴ装置を構成するＸ線管やＸ線を受光するＸ線検出器等の駆動部１ｌが含まれ、駆動
部制御手段１ｋによって制御される。さらに、入出力インターフェイス１ｄを介して画像
処理装置１０も接続されている。
【００１９】
　ＣＰＵ１ａは、入力手段１ｆからの入力信号に基づいてＲＯＭ１ｂから医用画像診断装
置１を起動するためのブートプログラムを読み出して実行し、記憶手段１ｉに格納されて
いる各種オペレーティングシステムを読み出す。またＣＰＵ１ａは、入力手段１ｆや入出
力インターフェイス１ｄを介して、図１において図示していないその他の外部機器からの
入力信号に基づいて各種装置の制御を行う。さらにＣＰＵ１ａは、ＲＡＭ１ｃや記憶手段
１ｉ等に記憶されたプログラム及びデータを読み出してＲＡＭ１ｃにロードするとともに
、ＲＡＭ１ｃから読み出されたプログラムのコマンドに基づいて、画像処理やデータの計
算、加工等、一連の処理を実現する処理装置である。
【００２０】
　入力手段１ｆは、医用画像診断装置１の操作者（例えば、医師や検査技師）が各種の操
作を入力するキーボード、ダイヤル等の入力デバイスにより構成されており、操作者の操
作に基づいて入力信号を作成しバス１ｅを介してＣＰＵ１ａに送信される。また、医用画
像診断装置１には、キーボード等だけでなく専用の操作パネルが設けられており、その操
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作パネル上の入力デバイスを介して操作画面に対する操作を行うこともできる。表示手段
１ｇは、例えば液晶ディスプレイである。この表示手段１ｇは、ＣＰＵ１ａからバス１ｅ
を介して出力信号を受信し、例えば仮撮影のためのＲＯＩの設定や本撮影の際の諸条件の
設定を行うにあたって必要な画像等、或いはＣＰＵ１ａの処理結果等を表示する。
【００２１】
　通信制御手段１ｈは、ＬＡＮカードやモデム等の手段であり、医用画像診断装置１をイ
ンターネットやＬＡＮ等の通信ネットワークに接続することを可能とする手段である。通
信制御手段１ｈを介して通信ネットワークと送受信したデータは入力信号または出力信号
として、入出力インターフェイス１ｄ及びバス１ｅを介してＣＰＵ１ａに送受信される。
【００２２】
　記憶手段１ｉは、半導体や磁気ディスクで構成されており、ＣＰＵ１ａで実行されるプ
ログラムやデータが記憶されている。
【００２３】
　リムーバブルディスク１ｊは、光ディスクやフレキシブルディスクのことであり、ディ
スクドライブによって読み書きされた信号は、入出力インターフェイス１ｄ及びバス１ｅ
を介してＣＰＵ１ａに送受信される。
【００２４】
　画像生成手段１ｍは、Ｘ線管から被検体に照射され、被検体を透過したＸ線を検出する
Ｘ線検出器によって生成される電気信号から被検体の画像を生成する。
【００２５】
　画像処理装置１０は入出力インターフェイス１ｄに接続され、画像生成手段１ｍによっ
て生成された被検体の画像を脳溝位置特定を特定することが可能なように鮮明化する。
【００２６】
　なお、本発明の実施の形態では、画像処理装置１０を医用画像診断装置１に搭載した例
を挙げて以下、説明を行うが、この画像処理装置１０は、医用画像診断装置１から独立し
て存在し、通信ネットワークを介して医用画像診断装置１と接続されるようにされていて
も良い。この場合には、さらに画像処理装置１０が例えば、病院情報管理システム（ＨＩ
Ｓ：Hospital Information System）、放射線部門情報管理システム（ＲＩＳ：Radiologi
cal Information System）、医用画像管理システム（ＰＡＣＳ：Picture Archiving Comm
unication System）といった医療機関内に構築された各種管理システムと組み合わされて
用いられても良い。この通信ネットワークの例としては、ＬＡＮ（Local Area Network）
やインターネット等のネットワークを挙げることができる。また、この通信ネットワーク
で使用される通信規格は、ＤＩＣＯＭ（Digital Imaging and Communication in Medicin
e）等、いずれの規格であっても良い。
【００２７】
　また、医用画像診断装置１において画像処理を行うが、その処理は画像処理装置１０に
よってではなく、記憶手段１ｉ、或いはリムーバブルディスク１ｊに格納されている脳溝
位置特定プログラムを利用することで行うこともできる。この場合は、これらに格納され
ているプログラムがＣＰＵ１ａに読み込まれ実行されることにより、脳溝位置特定手段が
医用画像診断装置１に実装されることになる。
【００２８】
［画像処理装置の内部構成］
　図２は、本発明の実施の形態における画像処理装置１０の全体構成を示すブロック図で
ある。画像処理装置１０は、受診手段１１と、ボリュームデータ作成手段１２と、Ｘ線吸
収量データ作成手段１３と、脳表位置データ作成手段１４と、脳溝探索手段１５と、脳溝
領域マップ作成手段１６と、送信手段１７とから構成されている。
【００２９】
　ボリュームデータ作成手段１２は、医用画像診断装置１において撮影されたＸ線ＣＴ画
像を用いて、脳溝領域マップを作成するための材料となる３次元の脳ボリュームデータを
作成する。Ｘ線吸収量データ作成手段１３と脳表位置データ作成手段１４は、ボリューム
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データ作成手段１２によって作成された脳ボリュームデータを用いてそれぞれ投影画像、
或いは脳表位置データを作成する。なお、ここで「Ｘ線吸収量データ」とはＣＴ値等を示
すデータであり、このＸ線吸収量データを利用して、３次元脳ボリュームデータで表わさ
れた被検体の脳をある一方向から見た状態を示す２次元の平面画像を、以下便宜的に「投
影画像」と表わす。また、「脳表位置データ」とは、予め定められた基準位置から脳表ま
での距離に応じて脳表を表示する画素ごとの輝度値を変化させ、この輝度値に基づいて表
示される画像を指す。
【００３０】
　脳溝探索手段１５は、作成された投影画像や脳表位置データを使用して操作者が必要と
する脳溝を探索する手段である。さらに、脳溝領域マップ作成手段１６は、探索された脳
溝をマップとして表示できるように投影画像上、或いは、脳表位置データ上の所定の位置
に表示させる。
【００３１】
　次に、画像処理装置１０を使用して脳溝領域マップを作成し表示する流れについて、以
下、適宜複数のフローチャートを使用して説明を行う。まず図３のフローチャートを使用
して大まかな流れを説明した後、各ステップの細かな内容を説明する。
【００３２】
［脳溝領域マップ作成の流れ］
　図３は、脳溝領域マップを作成し表示する大まかな流れを示すフローチャートである。
脳溝領域マップを作成するには、まずＸ線ＣＴ装置を用いて被検体となる者の頭部に関す
るＸ線ＣＴ画像を撮影する（ＳＴ１）。撮影は医用画像診断装置１のＣＰＵ１ａからの指
示に基づいて駆動部制御手段１ｋがＸ線管やＸ線検出器等の駆動部１ｌを駆動することに
よって行われる。
【００３３】
　撮影されたＸ線ＣＴ画像を用いて、脳実質についての３次元ボリュームデータを作成し
（ＳＴ２）、この３次元ボリュームデータを基に脳表の投影画像、脳表位置データが作成
される（ＳＴ３）。これら作成された投影画像、脳表位置データを利用して被検体の所望
の脳溝の位置について探索を行い（ＳＴ４）、探索された脳溝を表示させる（ＳＴ５）。
脳溝位置の表示は探索された脳溝のみを表示させても、別途作成されている頭部灌流画像
と重ね合わせて（フュージョンさせて）表示させても良い。
【００３４】
［３次元ボリュームデータの作成］
　図４は、画像処理装置１０のボリュームデータ作成手段１２によって脳実質についての
３次元ボリュームデータが作成される流れ（ＳＴ２）を示したフローチャートである。３
次元ボリュームデータ作成の基となる画像は上述したようにＸ線ＣＴ装置で撮影した画像
である。撮影されて得られる画像は３次元画像である。まずはこの画像を鮮明化する作業
を行う（ＳＴ２１）。
【００３５】
　ＣＴ画像ではノイズの標準偏差（ｓｄ）が、照射Ｘ線量の平方根に反比例すると言われ
ている。そのため、脳溝の位置を特定するために必要な鮮明さ（Ｓ／Ｎ比）を求めると非
常に多くのＸ線量が必要になり、被検体の被爆量が著しく多くなってしまう。また、脳実
質についての詳細な画像を得るために撮影ピッチを細かく設定すると、同一箇所を何度も
長い時間を掛けて撮影することになり撮影箇所における被爆量は通常の撮影よりも大分多
くなる。そのため、撮影はＸ線の量を通常の撮影よりも減じて行われるが、今度は必要と
される鮮明さ（Ｓ／Ｎ比）を得ることができない。
【００３６】
　そこで、鮮明さを確保する（Ｓ／Ｎ比を上げる）ために、例えば、指定された時間ごと
に撮影された複数のボリュームデータを足し合わせてその平均を取る。このような作業を
行うことで鮮明化された３次元ボリュームデータが作成される。なお、最初から鮮明な画
像が得られていればこのような処理は必要とされず得られた３次元画像をそのまま使用す
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ることが可能である。
【００３７】
　一方で、撮影された３次元ボリュームデータを利用して脳実質の部分だけを抜き出す処
理を行う（ＳＴ２２）。すなわち、撮影されたＸ線ＣＴ画像には脳実質の他にも頭蓋骨が
写っている。脳溝を表示する際には脳実質のみ表示されていれば足りることから、必要の
ない頭蓋骨を画像から除去して脳実質のみを抽出する処理を行う。
【００３８】
　細かくは、例えば、３次元ボリュームデータを表示させる際のＣＴ値が異なることに着
目して（骨（頭蓋骨）と脳実質とはＣＴ値が異なる）、このＣＴ値の閾値を用いて鮮明化
された３次元ボリュームデータ内の各領域ごとに符号を振る（ラベリングを行う）。その
上で必要な領域（脳実質の領域）のみを選択して表示させる。このような処理を行うこと
で３次元ボリュームデータから頭蓋骨を除去することができる。但し、脳実質の領域のみ
を抜き出してもその領域内部に血管等を示す部分が残ってしまうので、さらに例えば、膨
張縮退処理といった処理を施して脳実質の領域を示すマスクを作成する。
【００３９】
　その上で、ステップ２１で作成された鮮明化された３次元ボリュームデータをステップ
２２で作成された脳実質の領域を示すマスクと重ね、その重なる領域を抜き出す（ＳＴ２
３）。この処理を行うことで、頭蓋骨が除去されつつ必要とされる脳実質の鮮明な画像を
表わすことのできる３次元ボリュームデータを得ることができる（ＳＴ２４）。
【００４０】
［投影画像、能表位置データの作成］
　このような処理を経て作成された３次元ボリュームデータを使用して、次に脳の投影画
像及び脳表位置データを作成する（ＳＴ３）。ここで「投影画像」とは３次元ボリューム
データから被検体の脳をある方向から見た状態を示す２次元の平面画像のことである。ま
た、「脳表位置データ」とは、基準となる位置から脳表までの距離に応じてＣＴ値の濃淡
で表わした画像のことである。本発明の実施の形態においては、基準位置から遠くに位置
する脳表は黒く（暗く）、基準位置から近くに位置する脳表は白く（明るく）表示される
。さらに、投影画像と脳表位置データとの２種類の画像を作成することとしたのは、脳溝
の探索を行う上で、どちらか一方のみの画像からでは脳溝の正確な位置を把握することが
困難となってしまうためである。
【００４１】
　まず、「投影画像」の作成について以下、投影画像作成の流れを示す図５チャート及び
図６を使用して説明する。なお、ここで図６は、３次元ボリュームデータをＸ軸、Ｙ軸、
Ｚ軸で表わした図であり、便宜上Ｙ軸を横軸に、Ｚ軸を縦軸に取り、Ｘ軸は図６において
手前から奥に向かって延びるように示している。
【００４２】
　Ｘ線吸収量データ作成手段１３は、上述したステップ２で作成された脳実質の３次元ボ
リュームデータを基に脳表の位置を探索する（ＳＴ３１）。すなわち、被検体の脳を上か
ら見た投影画像を作成する場合には、例えば、３次元ボリュームデータ上に仮想のＸ－Ｙ
平面を設定し、その設定されたＸ－Ｙ平面を基準としてその平面から－Ｚ方向に線を降ろ
す（伸ばす）。このように基準位置から線を伸ばすと、ＣＴ値の変化によって３次元ボリ
ュームデータ上における脳の表面（脳表）の位置を探索することができる。これら線はＸ
－Ｙ平面の全面において伸ばされるので、３次元ボリュームデータの存在する領域と存在
しない領域を区別すること、すなわち、脳を上から見た際の輪郭及び脳実質の領域を把握
することができる。
【００４３】
　脳表位置が探索されると、これら伸ばされた線と脳表とが交わる位置（脳表位置）にお
ける接線を設け、その接線に直交する法線を算出する（ＳＴ３２）。すなわち、基準位置
から複数の線を脳表に向けて伸ばすと、探索された脳表位置を把握することができる。そ
してこれら複数の脳表位置において接線を設定することができる。この接線の設定は各脳
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表位置における法線を導き出すために行われる。接線に直交し、脳実質内部に向けて法線
を設ける。この法線は各脳表位置における輝度値を設定するためのものである。従って、
法線を設定後、脳溝の深さを表わすために各法線上にある画素の平均輝度値を算出する（
ＳＴ３３）。
【００４４】
　なお、これらの法線は脳の３次元ボリュームデータを超えても設定することができるが
、本発明の実施の形態においては脳表位置から数画素分に限って輝度値を採取し、それら
を平均化する。このように平均輝度値を算出するための画素を脳表位置から数画素分に限
ったのは、投影画像上に脳溝を表わすことを考慮すると、脳に存在する脳溝の深さを超え
て法線上の全ての画素分の輝度値を求め平均化することは不要であると考えられるからで
ある。
【００４５】
　算出された平均輝度値を用いて脳の２次元の投影画像を作成する（ＳＴ３４）。作成さ
れた投影画像の例を図７に示す。基準位置から遠い、すなわち－Ｚ方向に深い部分は輝度
値が小さく表わされるため、それだけ黒く表示される。この部分が脳表における溝（脳溝
）である。この投影画像の作成は、基準となる面の設定次第でどのような部分の脳表につ
いても可能である。
【００４６】
　次に、脳表位置データの作成について説明する。図８のフローチャートに示すように、
まず脳表位置データ作成手段１４は、図４に示されるステップ２で作成された脳実質の３
次元ボリュームデータを基に脳表の位置を探索する（ＳＴ４１）。このステップは上述し
た投影画像を作成するステップと同様である。例えば、脳の外側溝を表示させたい場合に
は、基準となる平面を仮想のＹ－Ｚ平面として定め、この平面から＋Ｘ軸方向に線を伸ば
す。
【００４７】
　その上で、定められた基準位置から探索された脳表までの距離を把握する（ＳＴ４２）
。なお、基準位置からどのような距離にあるかが正確に把握できるのであれば、把握され
る距離はどのような単位で把握しても良い。
【００４８】
　仮想のＹ－Ｚ平面上の基準となる位置からそれぞれ＋Ｚ方向に伸ばされた線は３次元ボ
リュームデータの脳表にぶつかるまで伸ばされる。このように線を伸ばすことによって脳
表の位置及び基準位置からの距離が把握されることになるが、脳溝の部分はそれだけ遠く
に、すなわち長い距離として把握される。
【００４９】
　そこで、脳表位置データとして表示する際の表示手段１ｇにおける明暗（輝度）を把握
された距離に応じて設定する（ＳＴ４３）。これら距離と輝度との関係は、予め例えば、
記憶手段１ｉ内に記憶されている。例えば、基準位置から遠く、距離が長い脳表部分につ
いては黒く（暗く）、基準位置から近く、距離が短い脳表部分については白く（明るく）
表示するように距離を輝度に変換する。そして設定された輝度を用いて脳表位置データを
作成する（ＳＴ４４）。
【００５０】
　このようにして作成された脳表位置データを示すのが図９である。図９は外側溝を脳表
位置データで示した例であるが、この図からは破線の矢印によって示されているように、
側頭葉と前頭葉との間に黒い線状の領域が見え、この部分が外側溝であると理解できる。
また、側頭葉の領域が周囲の領域に比べて白く（明るく）表されていることから、手前に
出っ張っていると思われる。
【００５１】
　以上の処理を行うことによって、被検体の脳についての３次元ボリュームデータから投
影画像及び脳表位置データが作成される。これらの画像を用いて、脳溝探索手段１５が実
際に表示させたい脳溝を探索することになる。以下では、上述した被検体の所望の脳溝の
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位置について探索を行うステップ（ＳＴ４）について、探索する脳溝としてそれぞれ具体
的に「大脳縦裂」、「外側溝」、「中心溝」を挙げて説明する。
【００５２】
［脳溝位置の探索］
　まず探索対象として「大脳縦裂」を例に挙げて説明する。この大脳縦裂を探索する場合
には、投影画像及び脳表位置データの双方を利用する。図１０は、脳溝（大脳縦裂）の探
索を行う際の流れを示すフローチャートである。また、図１１は被検体の脳を頭部から脚
部に向けて（上から）見た（脳上部の）投影画像を模式的に表わした模式図である。なお
、上述したように作成された投影画像は２次元であるが、説明の都合上、図１１にはＺ軸
も表わしている。
【００５３】
　脳溝探索手段１５は、図１１に示すように投影画像を用いて前頭葉、後頭葉の凸部をそ
れぞれ２点ずつ探索する（ＳＴ５１）。これは、例えば、基準位置から脳表まで線を伸ば
して脳表と接する点であって、基準位置から最も近い点とすることで探索することができ
る。これら探索された凸部Ａ，Ａ’，Ｂ，Ｂ’とする。ここでの基準位置とは、Ｘ軸及び
Ｘ軸に平行な仮想線Ｍ（図１１では破線で表わす）である。Ｘ軸及び仮想線Ｍは表示され
る投影画像の端辺を構成する。これらＸ軸及び仮想線Ｍからの脳表までの距離を算出し凸
部Ａ，Ａ’，Ｂ，Ｂ’を定める。なお、基準位置から脳表までの距離を把握することがで
きれば、基準位置はどこに設定しても良い。
【００５４】
　探索された凸部Ａ，Ａ’，Ｂ，Ｂ’の（Ａ，Ｂ）、（Ａ’，Ｂ’）とに挟まれる領域に
おいて基準位置から最も遠い点を探索し、それらをそれぞれ始点、終点を設ける（ＳＴ５
２）。ここでは図１１に示されているように、（Ａ，Ｂ）の間に設けられた点を始点Ｓ１
、（Ａ’，Ｂ’）の間に設けられた点を終点Ｇ１とする。その上で、これら始点Ｓ１及び
終点Ｇ１を直線で結び仮の脳溝（大脳縦裂）とする（ＳＴ５３）。
【００５５】
　そして仮の脳溝上に複数の点を載置する（ＳＴ５４）。実際の脳溝は直線ではなく始点
Ｓ及び終点Ｇとの間でジグザグになっていたり、或いは曲線である場合もある。従って載
置された複数の点は実際に存在する脳溝の位置をより正確に探索するために使用する。な
お、載置される点はどのような間隔で置いても良いが、載置される間隔が小さい方がより
細かく（正確に）脳溝の位置を把握するのに資する。
【００５６】
　次に、脳表位置データを利用して、仮置きされた脳溝上に載置された各点を、それらの
各点付近において最も－Ｚ軸方向に遠い位置に修正（再配置）する（ＳＴ５５）。すなわ
ち、脳表位置データは上述したように、距離の遠近を輝度値に変換して表わした画像であ
る。換言すれば、脳上部を表わす脳表位置データであれば、基準位置から各脳表までの距
離が把握されている。そこで、載置された仮置きの脳溝を中心として、この脳溝に直交す
る方向で最も深い位置に（－Ｚ軸方向に）各点を移動させる。このことによって、始点Ｓ
１から終点Ｇ１へ向けてこれらの間において最も脳表から深い位置を辿ることができる。
このようにして、脳溝（大脳縦裂）の正確な位置が特定される（ＳＴ５６）。
【００５７】
　なお、仮置きされた脳溝上に載置された点の仮置きの脳溝に直交する方向への移動量に
ついては、あまり大きく移動してしまうと所望の脳溝を特定することができなくなるので
、この点を考慮して予め脳溝探索手段１５に設定させておく。
【００５８】
　次に、脳溝探索手段１５による別の脳溝探索方法について説明する。以下の説明では、
探索対象として「外側溝」を例に挙げて説明する。この外側溝を探索する場合には、脳表
位置データのみを利用する。図１２は、脳溝（外側溝）の探索を行う際の流れを示すフロ
ーチャートである。また、図１３は脳を右側面から見た状態を模式的に示す模式図であり
、大脳Ｒ、小脳Ｌ及び脳幹Ｂが見える。
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【００５９】
　まず始点Ｓ及び終点Ｇの設定を行う（ＳＴ６１）。但し、脳表位置データでは設定を行
う始点Ｓ及び終点Ｇの位置が不明確であるので、「標準脳」と呼ばれる脳の模式図を利用
する。ヒトの脳は、個々人ごとに細部が異なる。但し、前頭葉や後頭葉といった脳の構成
要素の位置関係等は当然異なるものではない。そこで、最も一般的なヒトの脳として「標
準脳」が定められている。本発明の実施の形態では、この「標準脳」と被検体の脳を表わ
した脳表位置データとを重ね合わせることによって、外側溝の始点Ｓ及び終点Ｇの位置を
設定する。
【００６０】
　外側溝の始点Ｓ２及び終点Ｇ２の位置が定められた後に、始点Ｓ２及び終点Ｇ２の間を
直線で結び、仮の脳溝（ここでは外側溝）とする（ＳＴ６２）。その上で仮置きされた脳
溝上に複数の点を載置する（ＳＴ６３）。
【００６１】
　そして仮置きされた脳溝上に載置された各点を、それらの各点付近において最もＸ軸方
向に遠い位置に修正（再配置）する（ＳＴ６４）。脳の右側面を表わす脳表位置データで
あれば、基準位置から各脳表までの距離が把握されている。そこで、各点を仮置きの脳溝
付近においてＸ軸方向で最も深い位置に移動させることによって、始点Ｓ２から終点Ｇ２
へ向けてこれらの間において最も脳表から深い位置を辿ることができる。このようにして
、脳溝（外側溝）の正確な位置が特定される（ＳＴ６５）。
【００６２】
　さらに、脳溝探索手段１５による別の脳溝探索方法について説明する。以下の説明では
、探索対象として「中心溝」を例に挙げて説明する。この中心溝を探索する場合には、投
影画像のみを利用する。図１４は、中心溝の探索を行う際の流れを示すフローチャートで
ある。また、図１５は図１１同様、被検体の脳上部の投影画像を模式的に表わした模式図
である。
【００６３】
　中心溝については大脳縦裂のように始点及び終点を設定するのに目印となるような特徴
が少ないことから、脳溝探索手段１５は、標準脳に投影画像を重ね合わせた上で始点Ｓ３
及び終点Ｇ３を設定する（ＳＴ７１）。そして、これら始点Ｓ３及び終点Ｇ３を直線で結
び仮の脳溝（ここでは中心溝）とし（ＳＴ７２）、仮置きされた脳溝上に複数の点を載置
する（ＳＴ７３）。
【００６４】
　その上でこれら各点を仮の脳溝付近において輝度値の平均が低い位置に修正する（ＳＴ
７４）。詳細には、以下の通りである。ステップ７３において仮置きされた脳溝上には複
数の点が載置されている。この載置点のうち、例えば始点に近い載置点から順に仮置きさ
れた脳溝に垂直な方向に載置点を移動させる。移動対象となる載置点よりも始点に近く隣
接する載置点（以下、「前載置点」という。）は、以下に述べる方法によって既にその位
置が決められている。そこでこの前載置点と移動対象となる載置点との間に位置する各画
素の輝度値を算出し、それら算出された輝度値を平均化する。このような算出手法を採用
して移動対象となる載置点を移動させるたびに平均輝度値を算出する。その上で算出され
た複数の平均輝度値を比較すると平均輝度値が最も低く現われる位置が存在する。この位
置は、移動対象となる載置点が脳溝上に位置することを示している。従って、この位置に
移動対象となる載置点を載置し直す。
【００６５】
　始点Ｓ３から終点Ｇ３へ向けて修正された点を通るように各点を結び脳溝の位置を特定
する（ＳＴ７５）。このようにして中心溝を特定する。
【００６６】
　脳溝探索手段１５は以上説明した方法によって必要とされる脳溝を探索する。脳溝探索
手段１５によって探索された脳溝は、脳溝領域マップ作成手段１６によって脳溝領域マッ
プ上に特定され、所望の脳溝が画像上で正確に特定されることになる。これら特定された
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脳溝は、例えば、投影画像上や３次元のボリュームデータ上において脳溝マップとして表
示させることができる。
【００６７】
　さらには、別途作成された、例えば、ＣＴ灌流画像（CT Perfusion）と重ね合わせて表
示させることも可能である。「ＣＴ灌流画像」とは、造影剤を急速静注しながらＸ線ＣＴ
装置によって連続的に撮影し、濃度や信号の経時的変化から脳循環を解析する検査法に基
づいて作成された画像である。このＣＴ灌流画像を利用することで、脳血流量（cerebral
 blood flow : CBF）、脳血液量（cerebral blood volume : CBV）、平均通過時間（mean
 transit time : MTT）が算出でき被検体の脳の状態をある程度簡易に評価することが可
能とされる。
【００６８】
　図１６及び図１７は、上述した方法によって作成された脳溝マップにＣＴ灌流画像を重
ね合わせたフュージョン画像を示す。本来はカラー画像としての表示が可能であるが、図
１６及び図１７では白黒の画像として表わしている。図１６は、被検体の脳を脳上部から
見たフュージョン画像であり、図１７は、右側面から見たフュージョン画像である。これ
らの図において、疾患のある領域は黒っぽく現われている。
【００６９】
　従って、単なるＣＴ灌流画像だけではなく脳溝の位置が明瞭に把握することができるよ
うにされている脳溝マップを重ね合わせたフュージョン画像を利用することによって、被
検体の脳における疾患の範囲を特定する際に、脳の機能のどの部分が疾患を負っているか
の判定がやりやすくなる。例えば、図１６や図１７のフュージョン画像からは、血流が低
下している領域と、脳の機能低下を関連づけて読みとることができるため、診断により資
する。
【００７０】
　以上説明した方法を採用することによって、簡易な操作によってＸ線ＣＴ装置によって
撮影された画像を鮮明化させるとともに、特定の脳溝の位置を精度良く抽出、特定するこ
とのできる脳溝位置特定方法を提供することができ、併せてこの脳溝位置特定方法を行う
画像処理装置及び該画像処理装置を搭載する医用画像診断装置を提供することができる。
【００７１】
　なお、上述した脳溝位置の探索の説明において、説明の理解のために「大脳縦裂」等、
具体的な脳溝を例として挙げて説明を行っているが、探索方法と脳溝との組み合わせが固
定されることはなく、脳溝位置を探索する上ではどのような探索方法を採用しても構わな
い。
【００７２】
　この発明は、上記実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施の形態に開示さ
れている複数の構成要素を適宜組み合わせることにより種々の発明を形成できる。例えば
、実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異な
る実施の形態に亘る構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施の形態における医用画像診断装置の内部構成を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の実施の形態における画像処理装置の内部構成を示すブロック図である。
【図３】脳溝領域マップを作成し表示する大まかな流れを示すフローチャートである。
【図４】画像処理装置のボリュームデータ作成手段によって脳実質についての３次元ボリ
ュームデータが作成される流れを示したフローチャートである。
【図５】投影画像を作成する流れを示したフローチャートである。
【図６】３次元ボリュームデータをＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸で表わした図である。
【図７】作成された投影画像の一例を示す模式図である。
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【図８】脳表位置データ投影画像を作成する流れを示したフローチャートである。
【図９】作成された脳表位置データの一例を示す模式図である。
【図１０】脳溝の探索を行う際の流れの一例を示すフローチャートである。
【図１１】被検体の脳を頭部から脚部に向けて（上から）見た（脳上部の）投影画像を模
式的に表わした模式図である。
【図１２】脳溝の探索を行う際の流れの一例を示すフローチャートである。
【図１３】脳を右側面から見た状態を模式的に示す模式図である。
【図１４】脳溝の探索を行う際の流れの一例を示すフローチャートである。
【図１５】被検体の脳を頭部から脚部に向けて（上から）見た（脳上部の）投影画像を模
式的に表わした模式図である。
【図１６】被検体の脳を脳上部から見た一例としてのフュージョン画像である。
【図１７】右側面から見た一例としてのフュージョン画像である。
【符号の説明】
【００７４】
　１　　医用画像診断装置
　１０　画像処理装置
　１１　受信手段
　１２　ボリュームデータ作成手段
　１３　Ｘ線吸収量データ作成手段
　１４　脳表位置データ作成手段
　１５　脳溝探索手段
　１６　脳溝領域マップ作成手段
　１７　送信手段
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